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津市告示第１２号 

津市営住宅の設置及び管理に関する条例（平成１８年津市条例第２１５号） 

第１６条第２項及び津市営住宅の設置及び管理に関する条例施行規則（平成１

８年津市規則第２０３号）第１４条第１項の規定に基づき、平成２８年度の津

市市営住宅の近傍同種の住宅の家賃を次のとおり定めたので告示する。 

  平成２８年２月１日 

                     津市長  前 葉 泰 幸 

 市 営 住 宅 の 名 称 近傍同種の住宅の家賃 

白塚団地１号館 ３３，８００ 円 

白塚団地２号館 ３３，８００ 円 

白塚団地３号館 ３４，１００ 円 

白塚団地４号館 ３９，８００ 円 

白塚団地５号館 ４０，５００ 円 

一身田アパート１ ３９，４００ 円 

一身田アパート２ ３９，４００ 円 

上浜六丁目住宅 ８，０００ 円 

旭町ＣＢアパート １３，３００ 円 

下部田簡耐住宅 ８，３００ 円 

大井アパート ２５，６００ 円 

大井住宅 １ ３９，０００ 円 

大井住宅 ２ ３９，０００ 円 

大井住宅 ３ ３９，６００ 円 

大井住宅 ４ ３９，６００ 円 

大井住宅 ５ ４０，１００ 円 

大井住宅 ６ ４１，１００ 円 

大井住宅 ７ ４１，０００ 円 

大井住宅 ８ ４１，０００ 円 

高洲町アパート１号館 １５，６００ 円 

高洲町アパート２号館 １８，２００ 円 

高洲町アパート３号館 ２３，６００ 円 



高洲町アパート４号館 ２５，６００ 円 

高洲町アパート５号館 ２５，６００ 円 

高洲住宅 １ ４１，０００ 円 

高洲住宅 ２ ４１，０００ 円 

高洲住宅 ３ ４２，０００ 円 

高洲住宅 ４ ４１，９００ 円 

新町２号館アパート １７，２００ 円 

新町３号館アパート １５，２００ 円 

新町４号館アパート １５，２００ 円 

千鳥アパート ４３，８００ 円 

阿漕簡耐住宅 １１，７００ 円 

阿漕Ｂ住宅 ９，６００ 円 

阿漕Ｃ住宅 ９，６００ 円 

阿漕１号館アパート １４，３００ 円 

阿漕２号館アパート １５，１００ 円 

南阿漕１号館 ２８，７００ 円 

南阿漕２号館 ３２，５００ 円 

朝汐１号館アパート １２，２００ 円 

朝汐２号館アパート １３，３００ 円 

朝汐３号館アパート １３，９００ 円 

藤水団地１号館 ４２，３００ 円 

藤水団地２号館 １ ４０，５００ 円 

藤水団地２号館 ２ ４５，４００ 円 

上弁財団地１号館 ５１，８００ 円 

上弁財団地２号館 １ ５２，２００ 円 

上弁財団地２号館 ２ ４３，０００ 円 

ぜにやま団地１号館 １１，１００ 円 

ぜにやま団地２号館 １２，２００ 円 

ぜにやま団地３号館 １２，０００ 円 

ぜにやま団地４号館 １３，３００ 円 

ぜにやま団地５号館 １２，８００ 円 

ぜにやま団地６号館 １４，７００ 円 

ぜにやま団地７号館 １５，２００ 円 



ぜにやま団地８号館 １５，７００ 円 

ぜにやま団地９号館 １６，３００ 円 

ぜにやま団地１０号館 １６，３００ 円 

ぜにやま団地１１号館 １６，３００ 円 

ぜにやま団地１２号館 １７，８００ 円 

ぜにやま団地１３号館 ２２，６００ 円 

ぜにやま団地１４号館 ２２，９００ 円 

ぜにやま団地１５号館 ２４，８００ 円 

ぜにやま団地１６号館 ２５，７００ 円 

ぜにやま団地１７号館 ２８，９００ 円 

ぜにやま団地１８号館 ２８，９００ 円 

ぜにやま団地１９号館 ２７，７００ 円 

藤方団地１号館 ２９，１００ 円 

藤方団地２号館 ３０，４００ 円 

藤方団地３号館 ３０，６００ 円 

藤方団地４号館 ２９，４００ 円 

城山アパート １１，４００ 円 

西城山１号館アパート １５，３００ 円 

西城山２号館アパート １５，３００ 円 

西城山３号館アパート １５，８００ 円 

西城山４号館アパート １５，８００ 円 

西城山５号館アパート １５，６００ 円 

西城山６号館アパート １５，６００ 円 

小森団地１号館 ４６，５００ 円 

小森団地２号館 ４３，１００ 円 

高茶屋住宅 ８，８００ 円 

里ノ上Ａ住宅 ８，２００ 円 

里ノ上Ｂ住宅 ８，４００ 円 

雲出１号館 １ ７３，６００ 円 

雲出１号館 ２ ６９，１００ 円 

雲出１号館 ３ ６８，４００ 円 

雲出１号館 ４ ６８，４００ 円 

雲出１号館 ５ ７０，９００ 円 



雲出２号館 １ ７５，５００ 円 

雲出２号館 ２ ７０，７００ 円 

雲出２号館 ３ ６９，９００ 円 

雲出２号館 ４ ７０，７００ 円 

雲出２号館 ５ ６９，９００ 円 

雲出２号館 ６ ７２，５００ 円 

雲出２号館 ７ ７５，５００ 円 

野村団地 １１，１００ 円 

野村東団地 １０，５００ 円 

相川団地 １２，６００ 円 

森団地 １ ８，３００ 円 

森団地 ２ ８，８００ 円 

森団地 ３ １１，９００ 円 

森団地 ４ １２，２００ 円 

森団地 ５ ８，７００ 円 

森団地 ６ １５，０００ 円 

森団地 ７ １３，５００ 円 

森団地 ８ １５，０００ 円 

中町団地Ａ ２７，４００ 円 

中町団地Ｂ ２９，６００ 円 

相川西団地Ａ ２９，２００ 円 

相川西団地Ｂ ３７，３００ 円 

明神団地 ３７，０００ 円 

北口団地Ａ ３７，７００ 円 

北口団地Ｂ ４０，８００ 円 

桃里団地Ａ ４５，１００ 円 

桃里団地Ｂ ５２，９００ 円 

桃里団地Ｃ ４６，８００ 円 

桃里団地Ｄ １ １０９，３００ 円 

桃里団地Ｄ ２ ９０，０００ 円 

桃里団地Ｄ ３ ９０，１００ 円 

桃里団地Ｄ ４ １０８，２００ 円 

中別保住宅 ９，３００ 円 



青木団地 １ １６，７００ 円 

青木団地 ２ １８，３００ 円 

藤ヶ丘団地 １ ２９，１００ 円 

藤ヶ丘団地 ２ ２９，８００ 円 

殿町住宅 ３８，７００ 円 

新横山住宅 ３９，１００ 円 

美里第１住宅Ａ棟 ３４，９００ 円 

美里第１住宅Ｂ棟 ３４，９００ 円 

美里第２住宅１号館 １８，１００ 円 

美里第２住宅２号館 １８，１００ 円 

片野団地Ａ棟 ３７，８００ 円 

片野団地Ｂ棟 ３７，８００ 円 

新沢田団地 １７，２００ 円 

奥津団地 ５，６００ 円 



津市告示第１３号 

津市自転車等の放置の防止に関する条例１２条第２項、第１３条第２項及び

第１４条の規定に基づき撤去し、保管している自転車等について、同条例第１

６条第２項の規定により次のとおり告示する。 

 平成２８年２月４日 

            津市長 前 葉 泰 幸   

１ 放置されていた場所、台数及び撤去した年月日 

放置されていた場所 台数 撤去した年月日 

千鳥アパート １ 平成２８年 １月 ５日

下弁財町津興地内 １ 平成２８年 １月１４日

大門地内 １ 平成２８年 １月１５日

江戸橋駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２８年 １月１８日

津新町駅北公共自転車等駐車場 １４ 平成２８年 １月１９日

津新町駅南公共自転車等駐車場 ８ 平成２８年 １月１９日

津新町駅南第二公共自転車等駐車場 ７ 平成２８年 １月１９日

津新町駅南第三公共自転車等駐車場 ３８ 平成２８年 １月１９日

高野尾町地内 １ 平成２８年 １月１９日

津市本庁舎 ５ 平成２８年 １月２１日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２８年 １月２２日

白塚駅前公共自転車等駐車場 ２３ 平成２８年 １月２２日

豊津上野駅前公共自転車等駐車場 １３ 平成２８年 １月２２日

垂水地内 １ 平成２８年 １月２２日

久居駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２８年 １月２５日

津駅周辺自転車等放置禁止区域 １ 平成２８年 １月２６日

白山町川口地内 １ 平成２８年 １月２７日

豊が丘おおぞら公園 １ 平成２８年 １月２９日

津新町駅周辺自転車等放置禁止区域 ３ 平成２８年 １月２７日

２ 保管期間 

    告示の日から９０日間 

３ 連絡先 

垂水自転車等保管庫  



０５９－２２２－６３０７ 



津市告示第１４号 

 平成２８年第１回津市議会臨時会を次のとおり招集する。 

  平成２８年２月５日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 招集の日 

  平成２８年２月１２日 

２ 招集の場所 

  津市議会議事堂 

３ 会議の事件 

 専決処分の報告について 

 専決処分の報告について 

 専決処分の報告について 

 津市職員の給与に関する条例及び津市一般職の任期付職員の採用等に関

する条例の一部の改正について 

 津市議会の議員の議員報酬及び費用弁償等に関する条例の一部の改正に

ついて 

 津市常勤の監査委員の給与及び旅費に関する条例の一部の改正について 

 津市市長及び副市長の給与及び旅費に関する条例の一部の改正について 

 津市教育委員会教育長等の給与及び旅費等に関する条例の一部の改正に

ついて 

 平成２７年度津市一般会計補正予算（第８号） 

 平成２７年度津市モーターボート競走事業特別会計補正予算（第３号）

 平成２７年度津市国民健康保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 平成２７年度津市介護保険事業特別会計補正予算（第３号） 

 平成２７年度津市後期高齢者医療事業特別会計補正予算（第２号）

 平成２７年度津市営浄化槽事業特別会計補正予算（第２号） 

 平成２７年度津市農業集落排水事業特別会計補正予算（第２号） 

 平成２７年度津市土地区画整理事業特別会計補正予算（第２号） 

 平成２７年度津市住宅新築資金等貸付事業特別会計補正予算（第２号） 

 平成２７年度津市下水道事業会計補正予算（第２号） 



津市告示第１５号 

下記の者の差押調書（謄本）は、住所居所不明等のため送達することができ

ないので、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３条により準用す

る地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定により公示送達

する。 

なお、この公示送達にかかる関係書類は、津市健康福祉部介護保険課で保管

し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

平成２８年２月５日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

１ 送達を受けるべき者の住所  ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

２ 送達を受けるべき者     ○○ ○ 



津市告示第１６号 

下記の者の配当計算書謄本および充当通知書は、住所居所不明等のため送達

することができないので、介護保険法（平成９年法律第１２３号）第１４３

条により準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２の規定

により公示送達する。 

なお、この公示送達にかかる関係書類は、津市健康福祉部介護保険課で保管

し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

平成２８年２月５日 

津市長 前 葉 泰 幸 

記 

１ 送達を受けるべき者の住所  ○○○○○○○○○○○○○○○○○ 

２ 送達を受けるべき者     ○○ ○ 



津市告示第１７号 

下記の者の平成２７年度国民健康保険料納入通知書は、住所居所不明等のた

め送達することができないので、国民健康保険法（昭和１３年法律第６０号）

第７８条により準用する地方税法（昭和２５年法律第２２６号）第２０条の２

の規定により公示送達する。 

なお、この公示送達に係る関係書類は、津市健康福祉部保険医療助成課で保

管し、送達を受けるべき者から交付の申出があればいつでも交付する。 

  平成２８年２月１０日 

津市長 前 葉 泰 幸   

記 

送達を受けるべき者の住所 送達を受けるべき者 

○○○○○○○○○○ ○○ ○○○○

○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ 
○○○○○○○○○○○○○○○○○○

○○○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○○ ○○ ○○ 

○○○○○○○○○○○○ ○○○ ○○○○○○○○ 

○○○○○○○○○○○○○ ○ ○○ 



津市告示第１８号

地方自治法（昭和２２年法律第６７号）第２６０条の２第１項の規定により、地縁

による団体を次のとおり認可したので、同条第１０項の規定により次のとおり告示す

る。

平成２８年２月１０日

津市長 前 葉 泰 幸

１ 名称

南さくらが丘自治会

２ 規約に定める目的

  本会は、下記に掲げるような地域的な共同生活を行うことにより、良好な地域社

会の維持及び形成に資することを目的とする。

 （１）会員相互の親睦、交流を図るための行事

（２）集会所、公園・緑地、ごみ集積所、防犯灯等の清掃及び維持管理

 （３）生活環境の向上

 （４）関係諸団体との連携・協力および回覧等の情報伝達

（５）防犯・防災に関する活動

（６）その他、本会の目的を達成するための必要な事業

３ 区域

  本会の区域は、津市久居野村町８８２番地８、８９３番地８８から８９３番地９

０、８９０番地７から８９０番地１１、１８０５番地１から１８０５番地５、１８

５４番地１から１８５４番地１６、１８５９番地１から１８５９番地３、１９９１

番地１から１９９１番地２２、３０００番地１から３０００番地８、３００１番地

１から３００１番地７、３００２番地１から３００２番地２、３００３番地１から

３００３番地６、３００５番地１から３００５番地１２、３００６番地１から３０

０６番地３、３００７番地１から３００７番地４、３００８番地１から３００８番

地１２、３０１０番地１から３０１０番地４、３０１１番地１から３０１１番地３、

３０１２番地１から３０１２番地５、３０１３番地１から３０１３番地８、３０１

５番地１から３０１５番地１３、３０１６番地１から３０１６番地２、３０１７番

地１から３０１７番地１５、３０１８番地１から３０１８番地１１、３０２０番地

１から３０２０番地２、３０２１番地１から３０２１番地５、３０２２番地１から

３０２２番地４の区域とする。



４ 主たる事務所

  三重県津市久居野村町３０１９番地２

５ 代表者の氏名及び住所

  藤谷 琢史

  三重県津市久居野村町３０１７番地８

６ 裁判所による代表者の職務執行の停止の有無並びに職務代行者の選任の有無

  なし

７ 代理人の有無

  なし

８ 規約に定める解散の事由

  本会は、地方自治法第２６０条の２０の規定により解散する。

総会の議決に基づいて解散する場合は、総会員の４分の３以上の承認を得なけれ

ばならない。

９ 認可年月日

  平成２８年２月１０日



  

津市告示第１９号

下記に係る国民健康保険被保険者証は無効であることを告示する。     

  平成２８年２月１５日

津市長 前 葉 泰 幸  

    

記

国民健康保険被保険者証

記号番号 交付年月日 無効となった日

６１２４３０４ 平成２７年１０月１日 平成２８年１月２６日



津市公告第１８号

 農業経営基盤強化促進法（昭和５５年法律第６５号）第１８条第１項の規定

により、津市農用地利用集積計画を定めましたので、同法第１９条の規定によ

り公告します。

  平成２８年２月１０日

津市長 前 葉 泰 幸  



津市公告第１９号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２８年２月１０日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２８年２月３日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市芸濃町椋本字東豊久野2945番8、2945番9 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市芸濃町椋本3717番地 

  伊藤 武夫 



津市公告第２０号 

 都市計画法（昭和４３年法律第１００号）第２９条第１項の規定により許可

した開発行為に関する工事が完了しましたので、同法第３６条第３項の規定に

より次のとおり公告します。 

  平成２８年２月１０日 

                         津市長 前 葉 泰 幸   

１ 工事完了年月日 

  平成２８年２月８日 

２ 開発区域又は工区に含まれる地域の名称 

  津市観音寺町字東浦455番20 ほか17筆 

３ 許可を受けた者の住所及び氏名 

  津市栄町1丁目100番地 

  警察共済組合三重県支部 

支部長 森元 良幸 



津市公告第２１号 

 次のとおり条件付一般競争入札を執行しますので、地方自治法施行令（昭和

２２年政令第１６号。以下「施行令」という。）第１６７条の６第１項及び津

市契約規則（平成１８年津市規則第４０号。以下「規則」という。）第４

条の規定により公告します。 

  平成２８年２月１２日 

                      津市長 前 葉 泰 幸   

１ 入札に付する事項 

 委託業務名 

津市中央学校給食センターにおける調理、配送等業務委託 

   業務内容 

津市中央学校給食センターにおける調理、配送等業務委託に係る入札実 

施要項（以下「実施要項」という。）、津市中央学校給食センターにおける

調理、配送等業務委託に係る調理、配送等業務委託仕様書（以下「仕様書」

という。）を参照のこと。 

２ 参加要件 

  入札に参加できる者は、単独又は事業者により構成される共同企業体（以

下「共同企業体」という。）とします。単独事業者の参加要件については、

次に掲げる要件をすべて満たすものとし、共同企業体の参加要件については、

別冊２「津市中央学校給食センターにおける調理、配送等業務委託共同企業

体の取扱いに関する要項」の「２ 共同企業体の参加要件」をすべて満たす

ものとします。  

 津市契約規則（平成１８年津市規則第４０号）第７条に規定する津市競

争入札参加資格者名簿の給食業務のうち「給食運送業務」及び「給食調理

業務」に登載されていること。

 地方自治法施行令（昭和２２年政令第１６号）第１６７条の４の規定に

該当しないこと。

 津市建設工事等指名停止基準（平成２１年４月８日施行）による指名停

止期間中でないこと。

 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律（平成３年法律第７７



号）第２条第２号に規定する暴力団及びそれらの利益となる活動を行う者

でないこと。

 会社更生法（平成１４年法律第１５４号）に基づき、更生手続き開始の

申し立てがなされている者でないこと。ただし、再生計画又は更生計画を

認可された者を除く。

 民事再生法（平成１１年法律第２２５号）に基づき、再生手続き開始の

申し立てがなされている者でないこと。ただし、再生計画又は更生計画を

認可された者を除く。 

 手形交換所から取引停止処分を受けている者でないこと。

 食品衛生法（昭和２２年法律第２３３号）第５２条第１項の規定による

営業の許可を有していること。

 平成１７年４月１日以後に、同一メニューを１回３００食以上又は１日

７５０食以上を提供する調理施設で調理業務の履行実績を通算又は合算し

て３年以上有していること。

 三重県内に、職員が常駐する本店、支店又は営業所等を有すること、又

は委託業務開始までに設置すること。

 平成２４年度以降、給食業務において、食品衛生法第５５条第１項及び

第５６条の規定による営業の停止等の処分を受けたことがある場合は、平

成２８年１月１日現在、処分が解除された日から起算して２年を経過して

いること。

 製造物責任法（平成６年法律第８５号）に基づく損害賠償責任を履行す

るため、生産物賠償責任保険に加入していること。

 国税及び地方税を滞納していないこと。

３ 日程 

公告（実施要項の公表） ２月１２日（金）

実施要項等の配布 ２月１２日（金）から３月１１

日（金）まで

給食センター見学会 ２月２０日（土）９時～１０時

質問書の提出期限 ２月２９日（月）

質問書の回答の配布 ３月３日（木）から３月１０日



（木）まで

入札参加申込期間 ３月７日（月）から３月１１日

（金）まで

入札参加資格審査結果通知 ３月１５日（火）

入札及び開札 ３月２２日（火）

契約締結 ４月上旬

試行・研修期間 ８月

給食開始 ９月２日

４ 実施要項等の配布

実施要項、仕様書等については、津市のホームページ「トピックス」

【http://www.info.city.tsu.mie.jp】からダウンロードしてください。 

  また、平成２８年２月１２日（金）から３月１１日（金）までの期間は、

津市中央学校給食センター（津市森町５００８番地１４）１階事務室で配布

します。配布時間は、午前８時３０分から午後５時１５分の間です。（土曜

日、日曜日は除きます。） 

５ 質疑等について 

参加資格要件を有する者からに限り質疑等は、次のとおり受け付けますが、

電話や口頭での個別の対応は行いません。また、回答に対する再質問は受け

付けません。 

 受付期間 

平成２８年２月１２日（金）から同月２９日（月）までとします。 

   ※期間後の提出は受け付けません。 

 質問書の提出方法 

質問書（様式第１号）に内容を簡潔にまとめて記載し、給食センターへ電

子メール（253-8801＠city.tsu.lg.jp）又はＦＡＸ（059-254-1051）で提出

すること。持参、郵送、電話等による質疑には応じません。 

※電子メール及びＦＡＸ送信後は電話（059-253-8801）で受信の確認を行

うこと。 

 提出先 

   津市中央学校給食センター 



   送信先：電子メールアドレス 253-8801@city.tsu.lg
ｴﾙｼﾞｰ

.jp 

            ＦＡＸ 059-254-1051 

     受信確認：電話 059-253-8801（午前８時３０分～午後５時１５分。ただ 

し、土曜日、日曜日は除きます。） 

 質疑等の回答 

回答は、津市ホームページでの回答のほか、平成２８年３月３日（木）か

ら同月１０日（木）までの期間に、回答書を津市中央学校給食センターでも

配布します。配布時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までです。（土

曜日、日曜日は除きます。）回答に当たっては、質問を行った者の名称等は

公表しません。また、意見の表明と解されるものについては回答しない場合

があります。なお、回答に対する再度の質問は受け付けません。 

６ 共同企業体について 

  共同企業体として本業務委託の入札に参加する者は、実施要項に定めるも

ののほか、津市中央学校給食センターにおける調理、配送等業務委託共同企

業体の取扱いに関する要項に基づいて手続きしてください。 

７ 津市中央学校給食センター見学会  

 実施日  平成２８年２月２０日（土）午前９時から午前１０時 

       指定した日以外の見学（調理場等）は一切できません。 

   対象者 入札参加を希望する業者で、各業者２名までとします。なお、

安全衛生の関係上、１０日以内に検便による細菌検査（赤痢菌、

サルモネラ菌、腸チフス菌、腸管出血性大腸菌、パラチフスＡ）

を済ませた者であること。 

８ 参加手続き 

 参加申込の受付期間 

  平成２８年３月７日（月）から同月１１日（金）までで受付時間は、 

 午前８時３０分から午後５時１５分までです。 

 提出書類 

  ア 入札参加申込書（様式第２号） 

  イ 会社概要等整理票（様式第３号） 

  ウ 調理業務の実績（様式第４号）及び契約書等契約の内容が確認できる 

書類の写し

  エ 宣誓書（様式第５号） 



  オ 添付書類

   ① 会社の沿革及び組織のわかるもの（パンフレット可）

   ② 法人登記事項証明書

   ③ 直近の決算書の写し

   ④ 食品衛生法第５２条の規定による営業許可証の写し

   ⑤ 本業務委託に携わる総括責任者との雇用関係を確認する為の書類

    （雇用保険、社会保険被保険者証の写しなど）

   ⑥ 所在地の市町村税完納証明書又は直近２年度分の納税証明書（写し

可）

   ⑦ 消費税及び地方消費税の未納税額のない証明書（写し可）。

税に関する証明書については、入札参加申込書の提出日以前３カ月

以内の証明日のものに限ります。また、支店、営業所等で入札に参加

する場合、支店、営業所等の他に、本社、本店の税に関する証明書に

ついても添付してください。

   ⑧ 生産物賠償責任保険証書の写し

 提出先 

津市中央学校給食センターへ上記提出書類を提出してください。持参に

限ります。 

９ 入札参加資格審査の結果通知 

参加申込みのあった者について、入札参加申込書等の提出書類に基づき入

札参加資格の審査を行います。 

審査結果の通知は、参加申込みのあった者全員に平成２８年３月１５日

（火）午後３時以後に電子メールで行います。併せて、参加申込みのあった

者全員に同日付け文書により通知します。 

10 参加の辞退 

  入札参加申込書を提出した後に参加を辞退するときは、入札辞退届（様式 

第６号）を津市中央学校給食センターへ提出（持参）してください。 

  受付時間は、午前８時３０分から午後５時１５分までです。 

11 入札及び開札 

 日時 

   平成２８年３月２２日（火） 午後１時３０分から 

 場所  



津市中央学校給食センター ２階レクチャールーム 

   入札保証金 

   免除 

   委託契約書（案） 

   別紙９のとおり 

   契約保証金 

   契約期間中の委託料の総額の１０分の１以上 

 入札の方法及び決定方法 

  ア 指定の入札書（様式第７号）により、実施要項、仕様書等に基づき入

札金額等を記載の上、封書し、入札を行ってください。 

  イ 入札金額については、１ケ月当たりの額とし、取引に係る消費税及び

地方消費税額を含まないものとします。 

  ウ 落札決定に当たっては、入札書に記載された金額に当該金額の１００

分の８に相当する額を加算した金額（当該金額に１円未満の端数がある

ときは、その端数金額を切り捨てた金額）をもって落札金額とするので、

入札者は、消費税及び地方消費税に係る課税事業者であるか免税事業者

であるかを問わず、見積もった契約希望金額の１０８分の１００に相当

する金額を入札書に記載してください。 

    なお落札は、予定価格の範囲内において、最低価格入札者を落札とし

ます。 

エ  再度入札を行う場合がありますので、入札書の予備を用意してくださ

い。 

オ  同額の者が２業者以上の場合は、くじ引きにより落札者を決定します。 

その他、入札者は、条件付一般競争入札参加者心得（様式第１７号）に

留意の上、入札を行ってください。 

12 その他 

本業務委託の入札に係る費用は、すべて参加者の負担とします。 

 入札参加者は、入札参加申込書の提出をもって、実施要項、仕様書等の 

記載内容を承諾したものとみなします。 

 提出された書類については、変更できないものとし、また、理由の如何

に関わらず返却しません。 

 郵便、メール等における通信事故については、津市は一切の責任を負わ



ないものとします。 

13 提出及び問い合わせ先 

  津市中央学校給食センター 

  電 話 ０５９－２５３－８８０１（直通）  

ＦＡＸ ０５９－２５４－１０５１（直通） 

  Ｅメール 253-8801@city.tsu.lg
ｴﾙｼﾞｰ

.jp 



津市上下水道事業告示第７号 

  津市水道局指定給水装置工事事業者が給水工事の事業を休止したので、津

市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程第１４

号）第１０条第２号の規定により告示する。 

   平成２８年２月１日 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明 

  

名  称 所 在 地 休止年月日 

桑原電機 津市芸濃町林 50 番地 1 平成２８年１月１５日



津市上下水道事業告示第８号

津市公共下水道条例（平成１８年条例第２０１号）第６条第１項の規定によ

り、指定工事店を次のとおり指定したので、同条例第１７条第１項の規定によ

り告示する。

  平成２８年２月１日

             津市上下水道事業管理者  佐 治 輝 明

指定した工事店

工 事 店 名 所    在    地 指  定  期  間

芳英設備

有限会社

津市庄田町

２２２４番地１２

平成２８年２月 １日から

平成３１年３月３１日まで

  



津市上下水道事業告示第９号

 津市公共下水道条例（平成１８年津市条例第２０１号）第１５条第１項の規

定により、指定工事店を次のとおり指定を取り消したので、同条例第１７条第

１項第２号の規定により告示する。

  平成２８年２月３日

            津市上下水道事業管理者  佐 治 輝 明

指定を取り消した工事店

工 事 店 名 所   在   地 取消し年月日

ナカヒロ設備
名張市鴻之台

１番町１０７番地
平成２８年２月１日



津市上下水道事業告示第１０号 

  津市水道事業給水条例（平成１８年津市条例第２２２号）第１１条第４項

の規定により、津市水道局指定給水装置工事事業者を次のとおり指定したの

で、津市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程

第１４号）第１０条第１号の規定により告示する。 

  平成２８年２月５日 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明 

  

名  称 所 在 地 指定年月日 

電温設備サービス 津市神戸 1282 平成２８年１月２６日



津市上下水道事業告示第１１号 

  津市水道事業給水条例（平成１８年津市条例第２２２号）第１１条第４項

の規定により、津市水道局指定給水装置工事事業者を次のとおり指定したの

で、津市水道局指定給水装置工事事業者規程（平成１８年水道事業管理規程

第１４号）第１０条第１号の規定により告示する。 

  平成２８年２月１０日 

津市上下水道事業管理者 佐 治 輝 明 

  

名  称 所 在 地 指定年月日 

株式会社三和工務

店 

津市下弁財町津興 258 番地 2 平成２８年２月２日 



津市教育委員会告示第１号

 教育委員会を次のとおり招集する。

  平成２８年２月３日

        津市教育委員会

                        委員長 坪 井  守

１ 招集の日時 平成２８年２月４日（木） 午後６時から

２ 招集の場所 教育委員会室

３ 会議の事件 

（１）平成２７年度津市一般会計補正予算（第８号）＜教委所管分＞について



津市選挙管理委員会告示第１号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第２２条第１項の規定により選挙

人名簿に登録した者の氏名、住所及び生年月日を記載した書面の縦覧に関し、

次のとおり定めたので同法第２３条第２項の規定により告示する。

  平成２８年２月１０日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 縦覧の場所      津市西丸之内２３番１号 津市本庁舎８階

            津市選挙管理委員会事務局



津市選挙管理委員会告示第２号

 公職選挙法（昭和２５年法律第１００号）第３０条の６第１項の規定により

在外選挙人名簿に登録した者の氏名、経由領事官の名称、最終住所及び生年月

日を記載した書面の縦覧に関し、次のとおり定めたので同法第３０条の７第２

項の規定により告示する。

  平成２８年２月１０日

                      津市選挙管理委員会

                      委員長 坂 口 賢 次

 縦覧の場所      津市西丸之内２３番１号 津市本庁舎８階

            津市選挙管理委員会事務局


